
新型コロナウィルス感染症に伴う 

山口市制度融資のご案内 
 

山口市では、新型コロナウィルス感染症により売上減少等の影響を受けた中小企業等

が経営の安定のために必要な資金を円滑に調達できるよう、通常時に比べて低金利か

つ保証料全額補助の「中小企業経営環境改善対策資金」がご利用いただけます。あわ

せて、短期資金の「中小企業季節資金」を適用し、多様な資金需要に対応します。 

 

◆融資制度の概要 

経営環境改善対策資金（長期資金） 

 

 

 

 

融資の内容 
災害等の突発的な事由や、業況の悪化等により経営の安定に支障を生

じている中小企業に対して、経営の安定に必要な資金を融資 

対象となる中小企業 

①市内に主たる事業所を有し、かつ引き続き同一事業を 1 年以上営ん

でいる 

②経営改善計画が適正であり、概ね３年以内に業績の回復が見込まれ、

貸付金の返済能力が認められるもの 

③市税等の滞納がないもの 

④中小企業信用保険法第２条第５項の規定に基づく特定中小企業者と

して市長の認定を受けたもの 

資金使途 運転資金・設備資金 

融資限度額 

運転資金：１，０００万円 

設備資金：１，０００万円 

運転資金と設備資金を重複融資する場合は１，５００万円 

融資利率 １．３％（固定） 

保証料率 山口市が全額補助します 

融資期間 

運転資金：５年 

設備資金：７年 

据置期間は運転資金・設備資金いずれも１２ヶ月以内 

保証人 法人代表者以外は不要 

担保 原則不要 

問合せ・申込み先 
市内の金融機関の本店及び支店 

（山口銀行、西京銀行、萩山口信用金庫、西中国信用金庫） 



山口市中小企業季節資金（短期資金） 

 

セーフティネット保証について（中小企業信用保険法第２条第５項） 

 

融資の内容 
中小企業者等の資金需要が高まる時期に円滑な融資により企業経営の

安定を図るための短期融資 

対象となる中小企業 

①市内に主たる事業所を有し、かつ引き続き同一事業を 1 年以上営ん

でいる 

②市税等の滞納がないもの 

資金使途 運転資金 

融資限度額 運転資金：５００万円 

融資利率 １．８％ 

融資期間 ６ヶ月 

保証人 
取扱金融機関所定の方法 

担保 

問合せ・申込み先 
市内の金融機関の本店及び支店 

（山口銀行、西京銀行、萩山口信用金庫、西中国信用金庫） 

セーフティネット保証４号 

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業への資金繰り支援措置

として、山口県全域が「セーフティネット保証 4号」の指定地域となりました。 

【対象中小企業】 

①指定地域内において１年間以上継続して事業を行っていること。 

②災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近１か月の売上高等が前

年同月に比して２０％以上減少しており、かつ、その後２か月を含む３か月間の売上高等が

前年同期に比して２０％以上減少することが見込まれること。 

セーフティネット保証５号 

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、中小企業者の資金繰り支援措置として、重大な影響

が生じている宿泊業や飲食業など 40 業種を緊急的に追加指定されました。 

【対象中小企業】 

①指定業種に属する事業を行っており、最近３か月間の売上高等が前年同期比で５％以上減少。 

 ※時限的な運用緩和として、２月以降直近３ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近

の売上高等の減少と売上高見込みを含む３か月間の売上高等の減少でも可。 

②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち２０％以上を占める原油等の仕入価

格が２０％以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。 

問合せ先 
山口市経済産業部ふるさと産業振興課 商工労政担当  

℡０８３－９３４－２７１９ 


